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予防接種基本計画の記載（予防接種におけるコミュニケーションについて）
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第一 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向

一 予防接種に関する施策の基本的理念

予防接種は、法第二条第一項において「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されて

いるワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」と定義されている。

予防接種は、疾病予防という公衆衛生の観点及び個人の健康保持の観点から、社会及び国民に大きな利益をもたらしてきた一

方、極めてまれではあるが不可避的に生ずる予防接種の副反応による健康被害をもたらしてきた。

このような事実についての十分な認識を踏まえ、国民の予防接種及びワクチンに関する理解と認識を前提として、我が国の予

防接種施策の基本的な理念は「予防接種・ワクチンで防げる疾病は予防すること」とし、また、国は、予防接種施策の推進に当

たっては、感染症の発生及びまん延の予防の効果並びに副反応による健康被害のリスクについて、利用可能な疫学情報を含めた

科学的根拠を基に比較衡量することとする。

第二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項

一 国の役割

法第二十三条の規定に基づき、予防接種に関する啓発及び知識の普及、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保

等必要な措置、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置並びに予防接種の有効性及び安全性の向上を図るた

めに必要な調査及び研究について着実な実施を図るとともに、副反応報告制度の運用及び健康被害の救済についても、円滑な運

用を行う。

（中略）

加えて、定期の予防接種の実施主体である市町村が、住民への情報提供を含め、接種に関する一連の事務を円滑に実施できる

よう、関係者と調整を図るとともに、定期の予防接種の対象疾病、使用ワクチン及び接種回数の見直しの検討を含めて、必要な

財源の捻出及び確保等に努める必要がある。

二 都道府県の役割

都道府県は、予防接種に関して、医師会等の関係団体との連携、管内の市町村間の広域的な連携の支援、国との連絡調整並びに

保健所及び地方衛生研究所の機能の強化等に取り組む必要がある。(後略)

予防接種に関する基本的な計画（平成26年厚生労働省告示第121号）
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第二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項

三 市町村の役割

市町村は、定期の予防接種の実施主体として、医師会等の関係団体との連携の下に、適正かつ効率的な予防接種の実施、健康

被害の救済及び住民への情報提供等を行う。

四 医療関係者の役割

医療関係者は、適正かつ効率的な予防接種の実施及び医学的管理、入念な予診、接種事故の防止、被接種者及びその保護者へ

のワクチンの有効性及び安全性等に関する情報提供、予防接種の安全性の向上のための副反応報告制度の円滑な運用、予防接種

の有効性の評価に資する感染症発生動向調査の実施への協力並びにワクチンの最新知見の習得等に努める必要がある。

六 被接種者及びその保護者の役割

被接種者及びその保護者は、予防接種による感染症予防の効果及び副反応のリスクの双方に関する正しい知識を持った上で自

らの意思で接種することについて、十分に認識し、理解する必要がある。

七 その他関係者の役割

報道機関、教育関係者及び各関係学会等は、広く国民が予防接種による感染症予防の効果及び副反応のリスク等の情報について

正しい知識を得られるよう、普及啓発に努めることが期待される。

第三 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項

五 普及啓発の推進及び広報活動の充実

国は、被接種者及びその保護者等に対し、感染症に関する情報、予防接種の効果、ワクチンの有効性及び安全性、副反応のリス

ク及び副反応を防止するための注意事項について、普及啓発の推進を図る。

具体的には、リーフレット等の作成や報道機関と連携した広報等を積極的に行うことにより予防接種に対する国民の理解の醸

成を図る。その際、関係者は、必要に応じて協力をするよう努める。

また、国は、被接種者及びその保護者等にとって分かりやすい情報提供の在り方並びに普及啓発及び広報活動の有効性の検討

もあわせて行う。

予防接種に関する基本的な計画（平成26年厚生労働省告示第121号）



各関係者のこれまでの取組
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〇予防接種基本計画には、予防接種施策に関係する各関係者が、それぞれの立場からコミュニケーションを図ってい

く必要性が示されている。

〇各関係者は、基本計画を踏まえ、それぞれのツールを用いつつ、予防接種施策の推進に向けて情報発信等を工夫し

てきた。

主なコミュニケーションの方法

国

• Webサイト（予防接種情報、有効性・安全性）
• 特設のページとQ&Aサイト（新型コロナワクチ

ン）による情報提供
• 広報資材提供
• 事務連絡、手引き等

• SNS（Twitter、Facebook、LINE）等による国
民向け情報発信

• 自治体職員向け説明会・研修
• 医療機関向け説明会
• 医師向け動画(接種制度、接種方法)

都道
府県

• Webサイト（予防接種情報、有効性・安全性）
• 県民向け情報提供
• 若年者など、特定の対象者に重点を置いた広域

的な情報提供

• 医療機関との連絡・調整
• 相談窓口の設置

市町
村

• 接種対象者への予診票等の送付
• 広報誌等・Webサイト（予防接種情報）
• 市民向け情報提供
• ポスター・リーフレットの設置・配布

• 医療機関との連絡・調整
• 相談窓口の設置

医療
機関

• 接種希望者等へのインフォームドコンセント
• 院内でのポスター掲示
• リーフレットの設置・配布



国における取組の例 (新型コロナワクチン )
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○新型コロナワクチンの接種に際しては、国民等がワクチンについて求めている情報を勘案したリスクコミュニケー

ションの観点も念頭に、特に重点的な周知・広報を行った。

• 新型コロナワクチンについては、
➢ 新規に開発されたワクチンであり、有効性・安全性について特に丁寧な説明が求められた。
➢ 国民の関心も高く、正しい情報に基づいて接種の判断を行える環境の整備が必要であった。
➢ 様々な媒体等において、「ワクチンの接種が原因で多くの方が亡くなっているのではないか」といった、国民のワクチ

ンに対する心配を背景とした様々な言説が存在した。
➢ 背景には、科学的に十分な検証がなされていない情報や、科学的知見の一部の切り取りや不正確な引用等の情報などが

存在。科学的に誤った受け取られ方がなされうる情報の拡散がみられた。

広報・リスクコミュニケーションに当たってのワクチンを取り巻く状況

• ワクチンに関する情報発信に当たっては、国民のワクチンに対する認識や、国民等が求めている情報を勘案した対応が重要。

• こうしたことから、
➢ 自治体の接種券送付時に同封できるよう、各ワクチンについて有効性・安全性をまとめた「説明書」を作成
➢ 各接種のタイミングにおいて、接種対象者に応じたリーフレットの作成
➢ 効果や副反応をはじめ国民の関心が高いものについて、Q&Aサイトを設置し分かりやすい内容で丁寧に説明
➢ 様々な媒体等から、科学的に正確ではない受け取り方がなされうる情報を把握し、そうした情報に対して、Q＆Aサイト

で科学的な知見に基づく正しい情報を解説する
等の取組を特に行ってきた。

• また、ホームページについても新型コロナワクチンに特化したページを作成し、国民、自治体、医療関係者にとって必要な情
報にアクセスしやすいように情報を整理し、随時更新を行っている。

状 況 を 踏 ま え た 対 応



有効性・安全性に係る情報提供（新型コロナワクチン）
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○ワクチン毎のリーフレット・説明書を作成し、自治体が接種券を送付する際に活用いただいているほか、厚生労働

省HPにも掲載している。

〇リーフレット 〇説明書

・有効性

・安全性



リーフレットによる情報提供（新型コロナワクチン）
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○新型コロナワクチン接種の対象者やタイミング等の変更に際しては、リーフレット等により周知を行ってきた。

〇令和５年春開始接種 〇令和５年春開始接種（５歳ー11歳） 〇令和４年秋開始接種の終了



情報にアクセスしやすいホームページの作成（新型コロナワクチン）
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○新型コロナワクチンに関する情報を体系的に整理し、トピック毎にまとめるとともに、国民、医療従事者、
自治体の方等、情報を求める様々な主体に配慮して、必要な情報へ円滑にアクセスできるよう工夫。

○情報提供資材については専用ページを作成して集積させ、ニーズに合わせて分類をして掲載。
○在留外国人向け多言語資材を作成し、必要に応じて自治体や関係団体がダウンロードできるように整理。

〇ホームページ

●特設サイトへのリンク

●ワクチン接種の手続き ●科学的な知見（有効性･安全性）

●情報提供資材（多言語を含む）
リーフレット、説明書等

●医療機関向け情報、自治体向け情報

ホームページ内トピックスの例



情報を分かりやすく伝えるための特設サイトの開設（新型コロナワクチン）
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○新型コロナワクチンに関するQ&Aの特設サイトを開設。操作性と視認性を上げ、必要な情報へ円滑にアクセ
スできるよう工夫。

○国民の関心が高いものについてQ&A形式で分かりやすく丁寧に説明し、専門家によるコラムも掲載。
○科学的知見に基づく適切な情報を幅広い層に届けるため、TwitterとFacebookでの情報発信を実施し、SNS

から特設サイトへの流入を図る。

〇特設サイト「新型コロナワクチンQ&A」

●カテゴリー別アイコン●特設サイトへのトップページ

携帯端末でも閲覧しやすいよう、トップページでは

左右に一周するカルーセルバナーで掲載内容を表示。

優しい色合いと柔らかくシンプルな線

で描かれたイラストを採用。

●Q&Aページ

シンプルで分かりやすい説明と、視覚的

に伝えるイラストや、科学的な根拠に基

づく情報を掲載。



〇様々な媒体から特に影響のある典型的な科学的に正確でない受け取り方がなされうる情報を把握。

○厚生労働省ホームページのトップページで非科学的な内容や誤った情報について全般的な注意喚起を実施。

○新型コロナワクチンQ&Aサイトや、SNS(Twitter、Facebook、LINE)において、科学的に正確でない受け取り方が

なされうる情報に対して科学的な知見に基づく正しい情報を掲載・周知。

科学的に正確でない受け取り方がなされうる情報への対策及び
時宜的な情報周知（新型コロナワクチン）
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〇科学的に正確でない受け取り方がなされうる情報について

厚生労働省HPのトップにおいて注意喚起 〇SNS（Twitter、LINE)

SNSでの発信内容は、基本的に新型コロナワクチンQ&Aサイトから抜粋

〇新型コロナワクチンQ&Aサイト

・Twitter ・LINE



国における取組（新型コロナワクチン以外）
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〇新型コロナウイルス感染症の流行以前からの国における取組として、予防接種により予防できる疾患や、ワクチン

に関するリーフレット、ポスター、動画等の作成・配布により周知活動を行ってきた。

【今日このワクチンシリーズ】
Ｈｉｂ、小児肺炎球菌、ＤＰＴ－ＩＰＶ、ＢＣＧ、ＭＲ（麻し
ん・風しん）、日本脳炎、水痘 等

【その他（疾病毎）】
インフルエンザ、ＢＣＧ、日本脳炎、麻しん、高齢者肺炎球菌、
ヒトパピローマウイルス感染症、ポリオ、風しん、Ｂ型肝炎

〇リーフレット 〇ポスター

〇動画等

インフルエンザ、BCG、麻しん、風しん

インフルエンザ、風しん



９価ＨＰＶワクチンの情報提供について（１）

○HPVリーフレット（本人・保護者向け概要版（ピンク）、本人保護者向け詳細版（水色）、キャッチアップ版（紫

色）、医療従事者版（緑））について、９価HPVワクチン（２回接種）の定期接種化の情報を追記し、更新した。

本人・保護者向け概要版
（ピンク）

本人保護者向け詳細版（水色）

＜主な改訂内容＞

■９価ＨＰＶワクチンの効果やリスク、

一般的な接種スケジュールの追記

■見やすさの観点からのレイアウトの変

更（本人保護者向け詳細版）

■その他、データの更新、表現の一部修

正等を行っています

第25回自治体説明会（令和５年３月９日）
資料３ 一部改
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９価ＨＰＶワクチンの情報提供について（２）
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○９価HPVワクチンについてのリーフレットも作成し、周知広報に活用

13



厚生労働省ホームページにおけるＨＰＶワクチンについての情報提供

○９価HPVワクチンに関する情報等について、厚生労働省ホームページやQ&Aを通じて接種対象者や保護者、自治体、

医療従事者等へ情報提供（内容は随時更新）

URL：https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html
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〇自治体における取組として、動画やポスターによる周知広報、関係機関への働きかけ等が行われた。

富山県では、新型コロナワクチンの接種を促進するため、接種
の効果や安全性等について、県民の皆さまに分かりやすく情報
発信し、早期の接種を呼びかける県独自のPR動画を制作してい
ます。

〇若年層への情報発信 〇ワクチン休暇取得勧奨の協力依頼、

帰省する学生等への情報提供

〇外国人支援団体と連携した情報発信

〇SNS（LINE、twitter)

北海道斜里町は、町内主要事業所に対し、ワクチン休暇等の協
力依頼を行い、従業員のワクチン接種の促進を図っている。
また、夏休み等で町に帰省する学生に対し、町内の半数程度の
方が登録しているメール配信システムやHPにより、接種枠の新
設や必要な手続きについての情報提供を積極的に行っているほ
か、町内全体のワクチン接種の機運を高めるため、報道機関や
町広報紙を活用し、接種率や一般接種開始時期などの情報発信
を積極的に実施。

東京都小金井市では、市医師会がワクチン接種を積極的に推進。
若者への啓発のため、市内在住の漫画家かわぐちかいじさんに
依頼し、空母の艦長が「高性能ワクチンでコロナを迎撃せよ!!」
と呼びかけるポスターを制作。市内500カ所に掲示。

自治体における取組の例（新型コロナワクチン）

出典：ワクチン接種これいいね。自治体工夫集 | 首相官邸ホームページ（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/jirei.html）令和5年5月12日閲覧

大阪府大阪市は、事業連携協定を締結している外国人向け求人
情報を掲載する企業のホームページにワクチンに関する情報を
掲載。また、大阪市市民活動総合ポータルサイトに登録されて
いる市民活動団体（活動分野：「国際協力・多文化共生」１２
０団体）にワクチン接種の最新情報を定期的に発信するなど、
外国人に対する情報発信を幅広く行っている。

〇若者向け啓発ポスターの制作



本日の論点
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• 予防接種におけるコミュニケーションについては、国、都道府県、市町村、医療機関その他の関係者がそれぞれ取
り組んできた。

• 特に、新型コロナワクチンの接種に際しては有効性・安全性の周知や、科学的に正確でない受け取り方がなされう
る情報への対応にも注力した。

• 新型コロナワクチン接種の経験を経て、予防接種における情報発信、リスクコミュニケーションの重要性が再認識
された。

経 緯 及 び 現 状

• 予防接種におけるリスクコミュニケーションに関する取組として、引き続き、国においてもホームページやSNS等
を活用した積極的な情報発信を行ってはどうか。

• 国民のワクチンに対する認識や、国民等が求めている情報を勘案した対応が重要であることを念頭に、国民が正し
い知識を持った上で接種を判断できるよう、科学的に正確でない受け取り方がなされうる情報への対応も含め、国
民の理解の促進に資する情報発信に努めてはどうか。

• 国との役割分担も踏まえつつ、自治体においてどのような取組を行うべきか。

対 応 方 針


